
 

『令和６年度税制改正大綱（８） 住宅取得等資金の贈与税関連』 
 

 子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえて、住宅

ローン減税の制度が変更（既報）されるほか、資産課税では住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措

置が延長されることとなった。 

 〇受贈に係る適用期限を３年間（令和６年１月１日～令和８年１２月３１日）延長する。親の年齢が６０歳

未満であっても相続時精算課税制度を選択できる特例措置も、同様に３年間延長される。〇非課税限

度額が１，０００万円に上乗せされる「省エネ等住宅」の要件について、新築住宅の省エネ性能要件をＺ

ＥＨ基準（断熱等性能等級５以上かつ一次エネルギー消費量等級６以

上）とする。 

 一方、令和５年１２月３１日までに建築確認を受けた住宅、又は令和６

年６月３０日までに建築された住宅については、現行要件（断熱等性能

等級４以上又は一次エネルギー消費量等級４以上）が適用される。震災

特例法の贈与税の非課税措置についても、同様の措置が講じられる。 

 なお、省エネ等住宅のうち、耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）２以上

又は免震建築物である住宅、及び高齢者等配慮対策等級（専用部分）３

以上である住宅についてはその省エネ等基準に改正はない。 

 

『外国人労働者数２００万人超え 昨年に引き続き過去最多を更新』 
 

 厚生労働省の発表によると、令和５年１０月末現在における外国人労働者数は２，０４８，６７５人となり、

届出が義務化された平成１９年以降、過去最多を更新。対前年比で２２５，９５０人増加したことが明らか

となった。前年は対前年比５．５％増だったが、今年は１２．４％増と大幅に増加している。外国人を雇用

する事業所数も３１８，７７５所（対前年比１９，９８５所増）となり、こちらも届出義務化後、過去最多を更新

している。 

 外国人の雇用にあたっては、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活

の充実等に関する法律に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、す

べての事業主に、外国人の雇入れ・離職時に氏名、在留資格、在留期

間などを確認し、ハローワークへ届け出ることを義務付けられている。 

 外国人労働者を雇用する事業所のうち、従業員数３０人未満規模の

事業所が最多で全体の約６２％を占めている。多くの中小企業にとっ

て、外国人労働者は少子高齢化に伴う労働力不足を補う貴重な戦力と

なっているようだが、労使間トラブルを防止するためにも、文化や宗教、

生活習慣の違いを理解し、しっかりとした労務管理が必要となるだろう。  

             

出典元：日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM) ※本記事・内容の無断転載を禁じます 
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